


















































































令和6年（2024年）１月29日

令和5年度第2回 豊中市国民健康保険運営協議会
資料２

令和６年度分の国民健康保険料の料率等について



令和５年度 国保特別会計決算見込

（１） 収支見込みについて

前年度収支差引額 921,744千円

単年度収支見込額 ▲520,259千円

※千円単位で表示するにあたって、各項目ごとに端数調整しているため、合計や差し引き等と一致しない場合があります。

歳入総額 40,666,055千円

歳出総額 40,264,571千円

収支差引見込額 401,484千円
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［単位：千円］

予算現額 決算見込 差引増減 予算現額 決算見込 不用額

8,130,506 7,982,853 ▲147,653 813,070 813,070 0

31 31 0 27,630,108 26,746,132 883,976

1,670 1,670 0 12,196,287 12,196,280 7

28,375,616 27,517,030 ▲858,586 453,503 415,411 38,092

4,254,700 4,218,152 ▲36,548 93,678 93,678 0

399,548 921,743 522,195

24,575 24,575 0

41,186,646 40,666,055 ▲520,591 41,186,646 40,264,571 922,075

繰越金

諸収入

合計 合計

国庫支出金 国保事業費納付金

府支出金 保健事業費

一般会計繰入金 その他

歳入 歳出

保険料 総務費

使用料及び手数料 保険給付費



令和5年度国保特別会計決算見込

（２） 保険料について

●現年度分収納率見込み 92.83％ （予定収納率 93.28％ 目標収納率 93.5％）

●過年度分収納率見込み 18.45％ （予定収納率 20.00％ 目標収納率 20.0％）

（一般、退職）

（３） 保険給付費について

令和５年度決算見込み 一人当たり 386,326円（被保険者数 69,232人）

↑ 対前年度決算比 4.21％増

（参考）令和４年度決算 一人当たり 370,713円（被保険者数 72,872人）
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令和６年度予算（案）
令和６年度（2024年度）国民健康保険事業特別会計予算（案）

総額41,146,339千円

※令和６年度当初予算の額は調整中のものであり、最終案は変わることがあります。

3

［単位：千円］

令和6年度
(2024年度）
当初予算

令和5年度
(2023年度）
当初予算

差引増減
令和6年度
(2024年度）
当初予算

令和5年度
(2023年度）
当初予算

差引増減

8,375,250 8,133,288 241,962 799,299 781,303 17,996

41 31 10 27,592,049 27,630,108 ▲38,059

0 1,670 ▲1,670 12,314,267 12,196,287 117,980

28,282,565 28,375,616 ▲93,051 6 6 0

4,458,833 4,218,951 239,882 373,412 452,303 ▲78,891

1 369,996 ▲369,995 1 1 0

29,649 24,575 5,074 67,305 64,119 3,186

41,146,339 41,124,127 22,212 41,146,339 41,124,127 22,212

公債費繰越金

諸支出金

合計 合計

諸収入

国保事業費納付金国庫支出金

共同事業拠出金府支出金

保健事業費一般会計繰入金

歳入 歳出

保険料 総務費

使用料及び手数料 保険給付費
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令和６年度 令和５年度 差引 (参考)　令和5年度

(大阪府統一保険料率) (市独自保険料率） 大阪府統一保険料率

所得割 9.56% 9.07% 0.49% 9.18%

均等割 35,040円 32,955円 2,085円 33,730円

平等割 34,803円 32,286円 2,517円 33,698円

賦課限度額 650,000円 650,000円 0円 650,000円

所得割 3.12% 2.89% 0.23% 2.97%

均等割 11,167円 10,394円 773円 10,584円

平等割 11,091円 10,022円 1,069円 10,574円

賦課限度額 220,000円 220,000円 0円 200,000円

所得割 2.64% 2.54% 0.10% 2.61%

均等割 19,389円 18,897円 492円 19,552円

賦課限度額 170,000円 170,000円 0円 170,000円

基 礎 賦 課 額

後 期 高 齢 者 支 援 金 等
賦 課 額

介 護 納 付 金
賦 課 額

令和6年度以降は、事業費納付金算定時に使用した賦課限度額となる

（1）保険料
① 保険料率・賦課限度額について



基礎賦課額所得割の例

令和５年度 令和６年度

令和６年度保険料率設定案のイメージ図

令和5年度における
豊中市の保険料率

令和５年度における
大阪府統一保険料率と
豊中市保険料率との差

令和6年度の大阪府統一
保険料率の変動分

（1人当たり月額）

豊中市
保険料率

（令和5年度）
9.07%

大阪府統一
保険料率

（令和5年度）
9.18%

大阪府統一
保険料率

（令和6年度）
9.56％

0.38%

0.11%

9.07%

0.49%

● 段階的に縮小された府の激変緩和措置は令和6年度（2024年度）にゼロになる。
● 令和6年度には保険料率が大阪府統一保険料率となる。（0.49％引き上げ）

①令和５年度の豊中市保険料率と大阪府統一保険料率の差（0.11％）を引き上げ
②令和６年度の大阪府統一保険料率の変動分（0.38％）を加算

激変緩和措置イメージ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 年度
H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

激変緩和

保険料反映

※府運営方針及び
広域化への対応実施計画に基づくイメージ
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①

②

② 保険料率の設定について
（1）保険料



③ １人当たり保険料

年額 151,611 円

（年額 8,449円増 月額 702円増）

（1）保険料
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（大阪府推計）

（増要因）
●保険給付費の増
●後期高齢者支援金の増
●保険料減免費用の増
（減要因）
●財政調整事業による保険料抑制
●療養給付費等負担金の増
●普通調整交付金の増

主な変動要因【概要】

（参考）R4年度からR5年度の増額

（年額 12,656円増 月額 1,055円増）



（1）保険料
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④ 予定収納率

現年度分 92.91％ （前年度 93.28％）

過年度分 20.00％ （前年度 20.00％）

⑤ 保険料の予算額
（単位：千円）

令和６年度予算案 令和５年度当初予算

5,822,607 5,641,258

差引増減

683,058682,459

8,133,288

介護分

61,212

保険料　計 8,375,250 241,962

後期高齢者分

医療分 181,349

1,808,972

▲ 599

1,870,184



（2）府支出金

・府支出金 28,282,565千円

● 保険給付費等交付金 28,242,565千円

① 普通交付金 28,062,046千円

（前年度 27,904,657千円）
保険給付費及び保健事業などの共通基準分の支出実績に応じ、交付される。

② 特別交付金 180,519千円

（前年度 430,959千円）

市町村の個々の事情や取り組みの評価により、交付される保険者努力支援分など
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（3）一般会計繰入金

〔増要因〕
〇 基盤安定繰入金の増

・保険料率の増によるもの
・政令軽減の判定所得の引き上げ

〇産前産後保険料減免の開始（令和 6月1月）
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〔減要因〕
〇 市独自基準の所得割軽減・特別減額・

一部負担金減免の廃止

（単位：千円）

令和6年度
予算（案）

令和5年度
当初予算

前年度比

総　計 4,458,833 4,218,951 239,882

法　定　分 4,410,113 4,061,822 348,291

　うち基盤安定繰入金 2,861,929 2,751,410 110,519

　うち未就学児均等割保険料繰入金 25,313 29,000 ▲ 3,687

　うち産前産後保険料免除 2,665 2,665

法　定　外　分 48,720 157,129 ▲ 108,409

　うち市独自軽減・減免分 0 96,667 ▲ 96,667



（４）保険給付費
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療養諸費（療養給付費＋療養費）
● 保険者負担額 23,682,601千円

（前年度 23,711,831千円、対前年度 減 29,230千円）
● 一人当たり給付額 348,843円

（対前年度伸び率 予算比 2.4％、決算見込比 5.3％）
● 被保険者数 67,889人

（前年度 69,601人、対前年度 減 1,712人）



（５） 国民健康保険事業費納付金

12,314,267千円
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※財政調整事業について
被保険者の負担軽減及び令和６年度の保険料完全統一後の国民健康保険の安定的な財政運営の確
保を図るため、府内統一保険料の抑制・平準化を図る

うち 保険料徴収分【標準収納率：92.91％】 10,213,203千円
うち 公費負担部分（保険者支援制度、財政安定化支援事業等）

1,752,788千円
うち 財政調整事業（事業費納付金分） 44,774千円
うち 財政調整事業（保険者努力支援制度交付金分） 54,751千円
うち 財政調整事業（過年度保険料収納見込） 248,200千円



財政調整事業の対象となる市の財源
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〇事業費納付金を通じた保険料抑制

〇財源配分等の見直しによる保険料抑制・平準化

財源 内容

市繰越金 被保険者1人あたり額を３年分割で府に納付して大阪府統一保険料抑制財源として活用
令和6年度：681円/人 44,774,388円 令和7年度：680円/人 令和8年度：680円/人

（5）国民健康保険事業費納付金

財源 内容

府2号繰入金 これまでは市の保険料抑制財源としていたが、令和6年度は大阪府統一保険料抑制財
源として活用

過年度保険料収納見込 これまでも一定割合を大阪府統一保険料抑制財源としており、令和6年度は80％を活用

保険者努力支援制度交
付金（市町村分）

これまでは市の保険料抑制財源としていたが、令和6年度は5割を大阪府統一保険料抑
制財源として活用



（６）保健事業費

① 特定健康診査等事業費 207,381千円（前年度 258,424千円）

・特定健診及び特定保健指導の実施

・健康マイレージ事業の市独自健診受診ポイント（令和5年度下半期受診分）

② 疾病予防費 158,316千円（前年度 183,262千円）

・人間ドック・脳ドックの費用の助成

・保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業実施

③ 保健衛生普及費 7,715千円（前年度 10,617千円）
・公的体育施設の利用料の補助

・健康マイレージ事業 市独自オプションシステム利用料 ※令和6年9月まで
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（７）令和６年度に向けた制度改正

〇均等割・平等割軽減の拡充

低所得者に対する保険料の軽減措置について判定所得の改正を予定

均等割・平等割の軽減（令和５年度）

軽減割合 世帯主（納付義務者）と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計

5割軽減 43万円+（29万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

2割軽減 43万円+（53.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1））以下の世帯

⇓
均等割・平等割の軽減（令和６年度）

軽減割合 世帯主（納付義務者）と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計

5割軽減 43万円+（29.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

2割軽減 43万円+（54.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1））以下の世帯



令和 5 年度第 2 回国民健康保険運営協議会 

参 考 

今後の国民健康保険条例の改正について 

 

（１）低所得者に対する保険料軽減措置の判定所得の改正に 

ついて 

１．趣旨 

国民健康保険料の軽減措置については、国の政令に基づき軽減を行っている

ところ、令和６年度より 5 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定に

おいて、被保険者数及び特定同一世帯所属者数に乗ずる金額を現行の 29 万円

から 29.5 万円に引き上げ、2 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定

において、被保険者数及び特定同一世帯所属者数に乗ずる金額を現行の 53.5

万円から 54.5 万円に引き上げになることから、それに伴う所要の規定を改正

する。 

 

２．概要 

  低所得者の保険料軽減措置の判定所得に関する条項を改正する。 

 

施行時期：令和６年４月 

 

（２）保険料算定に伴う端数調整に係る改正について 

１．趣旨 

令和６年４月より、大阪府における国民健康保険制度の運営に関する基本的

な考え方に基づき、所得や世帯構成などが同条件の被保険者の保険料額は同一

となるよう府内の全市町村で統一される。これに合わせて、統一時には保険料

率だけでなく、実際に賦課される保険料額にも差異が生じないよう、各計算に

おける端数処理についても統一する必要があるため、それに伴う所要の規定を

改正する。 

 

２．概要 

  保険料の賦課額、一般被保険者にかかる基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦



令和 5 年度第 2 回国民健康保険運営協議会 

参 考 

課額及び介護納付金賦課額の条項に端数計算に関する条項を追加する。 

 

施行時期：令和６年４月 

 

（３）退職者医療制度の廃止に伴う所要の規定の削除について 

１．趣旨 

退職者医療制度は医療費の高い高齢退職者に係る保険者間の財政調整の仕

組みとして創設され、平成２０年度に前期高齢者医療制度の創設に伴い廃止さ

れたが、平成２６年度までに新たに適用された者が６５歳に達するまでの間は

経過措置が設けられた。対象者が激減したことにより、前倒しでの制度廃止の

法改正が令和５年５月に行われたことから、それに伴う所要の規定を改正する。 

 

２．概要 

  保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額にかかる退職被保険者の

文言及び退職者医療制度に関する条項を削除する。 

 

 施行時期：令和６年４月 
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令和5年度（2023年度）豊中市国民健康保険運営協議会委員名簿

（任期：令和４年６月１日～令和７年５月３１日）


